
かほく市高松地区における森林
の集約化モデル地域実証事業

石川県県央農林総合事務所集約化モデル事業区域

集約化モデル事業区域全景写真 ①海側

日本海

林道高地谷線と明乗寺線の接続部より海側を望む

①

日本海

林道高地谷線と明乗寺線の接続部より海側を望む

集約化モデル事業区域
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STEP１ ・地域や関係者の選定
・情報の収集、共有

STEP２ ・地域協議会の開催
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対象範囲
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対象範囲
〇所有･管理形態区分

単位:ha

　  所有
管理

県 市 財産区 個人等 計

県有林 22 22

県行造林 71 11 82

公社造林 32 193 101 326

機構造林 15 15 30

市有林 28 28

財産区 49 49

個人等 286 286

計 22 75 328 398 823

※面積等は森林簿による（注は宝達志水町有林）

森林の集約化モデル地域実証事業　イメージ

☆レーザ航測データを活用し

①合成公図の作成による境界明確化

⇒耕地地番の編入

②森林資源の把握

⇒収益性を考慮したゾーニング

☆面的なまとまりをもった経営管理

①主間伐･再造林 路網計画に活用

②森林経営計画･経営管理権集積計画に活用

集約化モデルかほく地域協議会（仮称）

全体構想

☆大海財産区森林の沿革

・大正９年 公有林野官行造林法の発布

・大正11年 南大海村議会で官行造林契約（82年間241ha）を議決

・大正12年～昭和18年で植栽

・昭和29年 町村合併により高松町になるため財産区を設ける

・昭和38年 官行造林の主伐開始

・昭和38年 県行造林(箕打県行造林)として再契約

・昭和45～60年 林業公社造林(野寺団地)として再契約

注

☆共同施業等の例

・伐採時期（主間伐）の連携による合理化

・路網開設、修繕等の連携

・伐採材の売払い、再造林に係る協力体制
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現段階の地籍等に関する情報

対象範囲

凡例

外縁

かほく市地籍調査完了区域
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対象範囲

凡例
外縁

公社造林

県行造林

かほく市地籍調査完了区域
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〇所有･管理形態区分
単位:ha

　  所有
管理

県 市 財産区 個人等 計

県有林 22 22
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個人等 286 286

計 22 75 328 398 823

※面積等は森林簿による（注は宝達志水町有林）
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②森林経営計画･経営管理権集積計画に活用

集約化モデルかほく地域協議会（仮称）

全体構想

☆大海財産区森林の沿革

・大正９年 公有林野官行造林法の発布

・大正11年 南大海村議会で官行造林契約（82年間241ha）を議決

・大正12年～昭和18年で植栽

・昭和29年 町村合併により高松町になるため財産区を設ける

・昭和38年 官行造林の主伐開始

・昭和38年 県行造林(箕打県行造林)として再契約

・昭和45～60年 林業公社造林(野寺団地)として再契約

注

☆共同施業等の例

・伐採時期（主間伐）の連携による合理化

・路網開設、修繕等の連携

・伐採材の売払い、再造林に係る協力体制

☆航測レーザデータを利用し

①既存の合成公図の精度向上（林地台帳
附図への活用）による境界明確化
⇒森林簿にない耕地地番等も編入

➁森林資源の把握
⇒収益性を考慮したゾーニング

☆面的なまとまりをもった経営管理

①主間伐、再造林、路網計画に活用
➁森林経営計画、経営管理権集積計画に
活用

森林の集約化モデル地域実証事業イメージの共有、地域協議会の立ち上げ

〇所有･管理形態区分
単位:ha

　  所有
管理

県 市 財産区 個人等 計

県有林 22 22

県行造林 71 11 82

公社造林 32 193 101 326

機構造林 15 15 30

市有林 28 28

財産区 49 49

個人等 286 286
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※面積等は森林簿による（注は宝達志水町有林）
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①主間伐･再造林 路網計画に活用

②森林経営計画･経営管理権集積計画に活用

集約化モデルかほく地域協議会（仮称）

全体構想

☆大海財産区森林の沿革

・大正９年 公有林野官行造林法の発布

・大正11年 南大海村議会で官行造林契約（82年間241ha）を議決

・大正12年～昭和18年で植栽
・昭和29年 町村合併により高松町になるため財産区を設ける

・昭和38年 官行造林の主伐開始

・昭和38年 県行造林(箕打県行造林)として再契約

・昭和45～60年 林業公社造林(野寺団地)として再契約

注

☆共同施業等の例

・伐採時期（主間伐）の連携による合理化

・路網開設、修繕等の連携

・伐採材の売払い、再造林に係る協力体制

市、林業経営体等の関係者との調整

地元の森林所有者（代表）への説明、調整
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集約化モデルかほく地域協議会の立ち上げ

所属・職名 役割

かほく市大海財産区 管理委員会会長
会長

（森林所有者代表）

かほく市 農林水産課長 副会長

金沢森林組合 参事
副会長

（林業事業体代表）

山本造林有限会社 代表取締役 林業事業体

公益財団法人石川県林業公社 事務局次長 公的森林管理者

石川県県央農林総合事務所 森林部長 監事

その他関係機関 石川県地域林政アドバイザー 学識経験者

【実施体制】

事務局：金沢森林組合、かほく市、県農林総合事務所

【設立総会の開催（R7.7.2）】

（議事内容）
・規約案
・役員案
・公印取扱規程案
・事業計画案
・収支予算案
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実施項目 事業内容

(1)集約化
推進事業

地域協議会の開催
（関係者の意見徴収、持続
可能かつ地域特性を活かし
た資源の有効活用と循環型
利用の方策を構想）

(2)集約化
条件整備事
業

①林地台帳附図（案）の作
成（既存の合成公図の精度
向上）、森林資源情報の把
握、森林整備に向けたゾー
ニング

➁集約化対象区域の構想の
たたき台を作成

【事業計画】

対象範囲
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【事業スケジュール】
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集約化条件整備事業の流れ

• 法務局公図、字全図、登記簿（土地全部事項）

• かほく市基本図（地形図）

• かほく市地番図

（市税務課所管の現況の合成公図、地籍調査の結果反映済み）

• かほく市課税台帳データ

• かほく市林地台帳データ

• かほく市農地台帳データ

• 森林計画図、森林簿データ（県管理）

• 石川県航空レーザ測量成果、森林解析成果データ（同上）

• 境界明確化事業等確定データ（県森林クラウド登録済みのもの）

• 森林施業履歴データ（同上）

• 林道、森林作業道データ（同上）

• 林業専用道、中核作業道（県の紙図面台帳）

• 林業公社、県行造林、県有林の造林地番リスト及び施業図

• 公社団地の公図

• 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターの契約地番

及び施業図

• 地位級データ（林試調査による石川県の地位級区分表）

○字配置図

○林地台帳附図（案）
（地番情報、森林資源情報の
精度を向上させた合成公図）

○林地台帳（精査後）

○不一致地番リスト
１．登記簿にあって公図に

ないもの
２．公図にあって登記簿に

ないもの（無籍地）
３．公図と登記簿の齟齬

○ゾーニング図（案）

既

存

情

報

の

収

集

、

集

約

【成果品】
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ゾーニング図（案）条件の整理

評価事項 点数

地位級

１～２ ３点

３ ２点

４～５ １点

６ ０点

傾斜

15度未満 ３点

15度～25度未満 ２点

25度～35度未満 １点

35度以上 ０点

路網からの距離

10ｍ未満 ３点

10ｍ～30m未満 ２点

30m～50m未満 １点

50m以上 ０点

■ゾーニング区分
経済林、環境林

■自然的条件
地位級と傾斜

■社会的条件
路網（林道、林専道、中核作業道）からの距離

@google

経済林と環境林のゾーニング基準に
ついては現在、検討・作業中

13



途中経過

林地台帳附図（案）

地形図と公図を照らし合わせ、
尾根・谷・赤道・青道などを
参考に修正作業中
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作業中

ゾーニング図（案）

途中経過

15



今後のスケジュール

【協議内容（予定）】

・林地台帳附図（案）およびゾーニング図（案）について

・上記をもとに集約化構想の方向性（概略案）について

→①エリアをブロック分け

➁経済林がまとまっており、今回整理した所有者の同意が得られやすい

箇所から順に森林整備を計画

③急峻で、森林の生育状況や作業効率の悪い箇所については

森林経営管理制度による集積計画により、森林環境譲与税で整備

④経済林でない箇所についても、新たな路網や架線集材等

施業方法の検討により都度計画を見直し、経済林に移行可能なものは

移行

時期 事項

2月上中旬 協議会役員会

2月下旬 協議会総会
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今後のスケジュール

■R8年4月以降

改正森林経営管理法における新たな仕組み（集約化構想制度）の運
用に基づき、集約化構想の作成、権利集積配分一括計画の作成
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